
○各務 原市体 育指導委員設置 に関す る規則

昭和 38年 6月 1日

教育委員会規則第 9号

(目 的 )

第 1条  この規則 は、 スポー ツ振興法 (昭 和 36年法律第 141号 )第 19条 第 2項 の規定 に基 づ く

体育指導委員 の職務そ の他体育指導委員 に関 し必要 な事項 を定 め ることを 目的 とす る。

(職 務 )

第 2条  体 育指導委員 は、住 民の スポー ツの振興 に関 し、そ の分担す る地域 又は事項 につ

いて次 の職務 を行 う。

(1)住 民の求め に応 じて スポー ツの実技 の指導 を行 うこと。

(2)住 民の スポー ツ活動 の促進 のための組織 の育成 を図 ること。

(3)学校、公民館等 の教 育機 関その他行政機 関の行 うスポーツの行事 又は事業 に関 し協

  力す る こと。

(4)ス ポー ツ団体 その他 の団体 の行 うスポーツに関す る行事又は事業 に関 し、求めに応

じ協 力す ること。

(5)前 各号 に掲 げ る ものの外、住 民の スポー ツの振興 のための指導、助 言 を行 うこと。

2 前項 の規定 によ り体育指導委員が分担す る地域 又は事項 は教育長 が定 め る。

(定 数 )

第 3条  体育指導委員 の定数 は、 34名 とす る。

(任 期 )

第 4条  体育指導委員 の任期 は、2年 とす る。 ただ し、補欠の体育指導委員の任期 は、前任

者 の残任期 間 とす る。

2 教 育委員会 は、前項 の規定 にかかわ らず、特別 の事 由があ る ときは前項 の期間中にお

いて も、体育指導委員 を免職す ることがで きる。

 3 体育指導委員 は、再任 され ることがで きる。

(服 務 )

第 5条  体育指導委員 は、相 互 に密接 に連絡 し、協 力 しなけれ ばな らない。

2 体 育指導委員 は、そ の職務 を遂行す るに当た って法令、条例並 び に教育委員会 の定 め

る規則及び規程 に従 わ なけれ ばな らない。

3 体 育指導委員 は、そ の職 の信用 を傷 つ け、又はその職全体 の不名誉 とな るような行為

を してはな らない。

(研 修 )

第 6条  体 育指導委員 は、常 にその職務 を行 う上 に必要 な知識及 び技術 の修得 に努めなけ

れ ばな らない。

(委 任 )

第 7条  この規則 の施行 に関 し、必要 な事項 は、教育長 が定 め る。


